
我孫子市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則  

 

我孫子市印鑑条例施行規則（昭和５４年規則第２３号）の一部を次のように

改正する。  

 

改正後  改正前  

（印鑑登録の証明）  （印鑑登録の証明）  

第８条  条例第 16条第２項に規定する

別に定める証明は、当該申請者に対

し、印鑑登録証及び登録印鑑の提示

を求め、印鑑登録原票に登録されて

いる印影と照合し、当該印鑑を直接

押印する方法により行うものとす

る。ただし、印鑑登録者が自ら申請

した場合であつて、第３条第１項第

１号に定めるところにより、本人で

あることの確認をした場合は、印鑑

登録証の提示を省略することができ

る。  

第８条  条例第 16条第２項に規定する

別に定める証明は、当該申請者に対

し、印鑑登録証及び登録印鑑の提示

を求め、印鑑登録原票に登録されて

いる印影と照合し、当該印鑑を直接

押印する方法により行うものとす

る。  

（印鑑登録証明書の交付申請の確

認）  

 

第９条  条例第 17条第１項ただし書に

規定する確認は、第３条第１項第１

号に定めるところによる。  

 

第 10条  略  第９条  略  

第 11条  略  第 10条  略 

第 12条  略  第 11条  略 

様式第９号中「印鑑登録証明書交付申請  ※必ず印鑑登録証を添えて申請し

てください。」を「印鑑登録証明書交付申請」に改める。  



    

附 則  

この規則は、令和５年７日１日から施行する。  


